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島根原子力発電所２号機 第１８回定期事業者検査の実施について（申入れ） 

 

令和８年１月８日付島原本広第４７５号により連絡があった第１８回定期事業者検査の実施に

関して、下記のとおり申し入れます。 

記 

１  定期事業者検査の実施に当たっては、住民の安全確保及び環境の保全を図ることを最優先に、

安全かつ遺漏なく実施すること。 

２  作業に伴う被ばくの低減を積極的に進めるとともに、全ての作業従事者の被ばく管理に万全

を期すこと。 

３  燃料の取扱いについては慎重に行い、放射線管理を厳重に行うこと。 

４  放射性廃棄物については、法令の定めるところに従って厳重に処理し、周辺環境に影響を及

ぼさないよう万全の措置を講じること。 

５  定期事業者検査期間中に行う検査や工事については、作業管理や品質管理に万全を期すとと

もに、不具合を発見した場合の不適合管理等も適切に行い、遺漏なく確実に実施すること。 

６  過去のトラブル等について、再発防止対策の水平展開を徹底し、協力会社も含めた関係者の

継続的な意識向上を図ること等により、再発防止に努めること。 

７  他の発電所等で発生したトラブル等について、事例教育などによる情報の共有を行い、同様

なトラブル等発生の予防に努めること。 

８  点検等で異常な傾向が認められた場合には、遅滞なく適切な措置を講ずるとともに、その内

容について速やかに報告すること。 

９  今回の定期事業者検査で予定されている原子炉圧力容器他に対する非破壊試験等により採

取されるデータは、今後、島根原子力発電所２号機の４０年を超える運転の検討・検証の判断

材料になることから、試験等の実施について適正かつ正確に行うこと。 

１０ 定期事業者検査の状況については、県民に分かりやすく情報提供を行うこと。 


